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令和５年度「がん検診精度管理部会」

会の概要部

委 員 所属 役職等 氏名

公益社団法人墨田区医師会

健診・検診委員会理事 福井 一人

健診・検診委員会理事 唐澤 剛

胃がん検診 都野 晋一

大腸がん検診 白坂 健太郎

肺がん検診 吉信 尚

子宮頸がん検診 村田 知昭

乳がん検診 吉井 淳

墨田区 保健計画課長 澤田 敦子

開催日 検討事項

第１回 令和５年10月11日 ▼精度管理指標の評価

▼子宮頸がん検診の対象外要件

▼全対象者への個別勧奨の検討

第２回 令和５年12月13日 ▼検診実施機関に対するプロセス指標の情報提供

▼全対象者への個別勧奨の検討

第３回 令和６年３月13日 ▼総合がん検診の検討

▼子宮頸がん検診（HPV検査単独法の導入）

▼胃がんリスク検査の分析

開催概要
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精

術・体制指標（事業評価のためのチェックリスト）技

がん検診の技術・体制指標とは、住民検診に関わる組織（区市町村や医療機関等）が、最低限整備するべき技術・体制のことで、国が「事業評価

のためのチェックリスト」として整理し、区市町村や検診実施医療機関等に遵守するよう求めている。

ェックリスト実施状況評価チ

＜評価事業の目的＞ 都が設定したチェックリスト実施状況の評価基準に

基づき、必要な改善指導を行うとともに、結果を公表することにより、検診

事業体制の整備や精度管理の向上を図ることとしている。

国の「がん対策推進計画」では、「すべての市区町村で精度管理が

行われること」を目標の１つとして掲げていることから、都では、毎

年、プロセス指標と技術・体制指標について、各自治体の評価を実施

し、一定の水準に満たない場合は改善することを求めている。

都道府県用、市区町村用、検診機関用の3種類に分かれており、検診関係者は各々チェックリストに基づいて現在の体制を自己点検し、課題に応じ

て改善策を検討することが求められている。また、東京都では、検診事業体制の整備や精度管理の向上を目的として、実施状況を調査、評価し、

ホームページで公表している。

＜評価基準＞ ６段階評価（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｚ）とし、Ｃ評価以下

の区市町村には改善通知を発出 ⇒ 墨田区も大腸がん検診は個別指導対象

実施項目の分析と改善未
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精度管理指標の評価及び改善の検討

度管理指標

●現状の体制において実施可能な項目は対応済みであることを確認。 ⇒ 令和５年度は大腸がん検診においてもＢ評価となる見込み。

●今後も都の技術的指針が修正されるたびにチェックリストの項目が随時更新されるため、区としても適宜、対応していく。



令和２年度がん検診プロセス指標の自己分析等報告の共有

業の概要事

別通知する対象医療機関の基準個

がん検診における適切な実施体制の達成度を示す「プロセス指標」につい

て、令和２年度から、実施医療機関ごとの指標を算出し、その結果を各実

施医療機関に情報提供（フィードバック）している。令和３年度からは、

算出した指標が許容値を大きく外れている医療機関に対し、個別に通知し、

改善を促すとともに原因と対応策を報告してもらうことで、さらに質の高

いがん検診の実施体制の整備を図っている。

各がん検診において、一定程度の受診者を受け入れている医療機関に

限るなど、調査・指導の対象医療機関を選定する必要がある。

要精検率や精検未把握率が許容値を超えているがん検診が多いため、

実施医療機関に対しては、これらを重点項目として改善を求める。

象医療機関対

＜通知発送＞ 令和５年７月中旬

＜報告書返送期日＞ 令和５年７月２８日

＜返送数＞ 全８医療機関の報告書返送あり
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●平成30年度及び令和元年度の個別通知の対象となり、自己

分析や改善策を報告してもらっている医療機関を除き、８件

の医療機関について、今回、個別通知を発送した。



報

B医療機関 要精検率22.2%

告書の概要

＜要因の分析＞

◆便潜血陽性者に対し、大腸カメラを強く勧めているため、要

精検率が高くなっていると判断する。

＜今後の取組み＞

◆大腸内視鏡検査が必要と判断した方に対する大腸内視鏡検査の

数を極力減らすことを徹底する。

A医療機関 要精検率24.7%

＜要因の分析＞

◆胃がん対策として、胃がんのリスク因子である「萎縮性胃炎」

の精査は有効かと考えられる。

＜今後の取組み＞

◆肺がん検診の判定用紙のように「胃がんの疑いではないが、精

査の必要あり」「胃がんの疑いで精査の必要あり」と判定項目

を選べるよう、選択肢を増やしてほしい。

大腸がん検診

胃がん検診 D医療機関 要精検率29.4%

＜要因の分析＞

◆E判定と指摘しなかった小結節影や粒状影をE判定としたため

に令和2年度の要精検率が高くなったものと考える。

＜今後の取組み＞

◆翌年度からは、上記テキストにとらわれない、従来通りの読影

のスタイルに戻したために、要精検率は高くなっていないと思

われる。

肺がん検診

C医療機関 精検未把握率56.3%

＜＜要因の分析＞

◆全員に対して、精検依頼書兼精検結果報告書を持参させているが、

報告書が届かないことも多いため、受診したか、二次検査がされ

たか分からず未把握となる。

＜今後の取組み＞

◆医療機関紹介先に確認を行い、把握できるよう努める。

E医療機関 要精検率23.3%
＜要因の分析＞

◆令和２年度の肺がん検診の読影において、二次読影を複数の非常

勤医師に依頼していた。

◆がん検診としての読影についての方針や、比較読影可能な際に有

所見ではあるが前回から変化のない場合の取扱いについての説明

が不十分であったため、非常に軽微な結節影や、前回から変化の

ない所見を要精検と判定する例が多く含まれていた。

＜今後の取組み＞

◆現在、当院では常勤の呼吸器内科専門医が二次読影を行うよう

になっており、一貫した判定を行うようになっている。
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報 告書の概要

G医療機関 要精検率28.9%

＜要因の分析＞

◆クリニックの場所により患者が限定されている。また、乳が

ん学会認定の亀田病院関連施設登録のクリニックであるため、

心配のある方が症状がなくてもマンモグラフィ検診を受ける

ことが多いと考えられる。

＜今後の取組み＞

◆昨年よりマンモグラフィや読影画像機は最高のものを使用して

いる。読影の責任者は亀田病院の乳腺外科部長にお願いしてい

たが、意見が異なる場合は順天堂大学病院乳腺外科の非常勤と

よく相談して結論を出してもらうようにする。

H医療機関 精検未把握率11.1%

＜要因の分析＞

◆二次検診の案内は口頭のみでの説明だったため、精検につなが

らなかった。

＜今後の取組み＞

◆精検の必要性など、分かりやすいパンフレットを作成し、受

診者に説明のうえ、二次検診につなげていく。

F医療機関 要精検率21.8%

＜要因の分析＞

◆要精検と判定された受診者に検診を受診させているケースや受診

が初めてというケースが多くあるため、高い要精検率となってい

ることが推測される。

＜今後の取組み＞

◆受診者の特性を理解し、有症状者を診療に案内するよう徹底す

る。

乳がん検診
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プロセス指標の改善に向けた各医療機関への個別通知及び報告書提出依頼

医療機関別プロセス指標（令和３年度分）医

象医療機関の選定対

東京都からの調査に基づき、各がん検診における令和３年度分の区内医療機関別プロセス指標を令和５年１０月に算出。この指標をもとに

例年どおり令和６年度に実施医療機関に対しプロセス指標を情報提供する。また、課題のある医療機関への個別通知も発送する。

墨田区のプロセス指標を分析すると、受診率のほか、要精検率、精検未把握率が許容値を超えているがん検診が多いため、引き続き、検診

実施医療機関に対しては、これらを重点項目として、以下のとおり、改善を求める個別通知を送付する。

■各がん検診の個別通知基準（令和２年度）

●平成30年度から令和２年度の個別通知の対象となり、自己分析や

改善策を報告してもらっている医療機関を除き、４件の医療機関に

ついて、今回の個別通知発送候補としている。

●肺がん検診及び大腸がん検診については、数値が大幅な改善に伴

い、基準値が低くなっていることから、対象となる医療機関が増加

した。そのため、通知対象はこれまでの基準を踏まえ選定している。
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方

対象者への個別勧奨を実施している他自治体全
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全対象者への個別勧奨実施

向性（墨田区がん対策推進計画）

検診の受診に効果的である受診勧奨について、これまでの個別勧奨、再勧奨の結果を分析・検証し、対象の拡大や勧奨物

の見直しなど、一度受診した方を継続受診者へ定着させるための勧奨方法等を検討します。

国が推進しているシステム標準化対応に基づき、令和7年度中に、現在運用中の健康管理システムを大幅

に入れ替える予定。このタイミングで、全対象者への個別勧奨を実施する方向で、検討を進めていく。

具体的には、受診勧奨履歴と受診結果のデータを突合し、受診勧奨の効果が高かった年齢層への受診勧奨を拡充していくほか、勧奨物の

分析・検証を進め、勧奨する年齢層、性別等によって効果的な内容を検討していきます。

また、対象者全員に受診票を送付する受診勧奨については、高い効果が期待できることから、検診実施機関の検診受入可能数等を踏まえ、

対象年齢を拡充していくとともに、受付方法を工夫するなど、引き続き検討を行っていきます。



墨 9田区版全対象者個別勧奨イメージ

現 時点における想定

検 討課題

◆令和５年度のがん検診事業予算が総額４億円程度のため、事業開始時には、現時点の試算では1.5倍の予算規模となる見込み。

◆受診者数の増加分に応じて、その分の予算を要する。また、受診者は、勧奨対象の拡充分に応じて増加が見込める。

→ どこまで予算を投じるかは区の重要な政策判断による。

◆継続的な事業運営を実現するため、事業のスリム化のほか、自己負担の導入も並行して検討する必要がある。

◆郵送料や印刷経費、検診委託料等、実施体制の効率化を図り、予算の圧縮が求められる。
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今 後のスケジュール

令 和6年度モデル実施案

全対象者への個別勧奨の検討と並行し、23区の中でも受診率が低い「胃がん検診」において、以下のとおり、モデル実施として、個別

勧奨を拡充する。
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導

針の内容指 後の方向性今
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子宮頸がん検診（HPV検査単独法）の導入の検討

入の経緯

◆自治体の子宮頸がん検診については、厚労省の「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」において、

20歳以上の女性を対象に2年に1度の細胞診を行うことが推奨されてきた。

◆「有効性に基づく子宮頸がん検診ガイドライン2019年度版」において、推奨グレードAと報告され、議論を重ねた結果、

令和6年4月1日付けで指針の改正により、HPV検査単独法が追加される予定。

◆HPV検査単独法は、検診結果によって次回の検査時期や検査内容が異なるなどの複雑性があり、適切な受診勧奨等が行

わなければ期待される効果が得られないことから、自治体や検診実施機関等の受診者管理や精度管理が重要となる。



対

が

◆成人女性の2割〜4割が子宮筋腫の症状があるといわれており、良性の腫瘍であるため、「癌化することはない」とされている。

◆他自治体の対象外要件を調査した結果、墨田区と同様の対象外要件を設定している自治体はほとんどなかった。
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その他の検討事項

対象外要件の見直し

子宮頸がん検診について、「子宮の手術歴があり現在も医療機関に入院・通院中の方」「子宮の病気の治療中又は経過観察中の方」

を対象外とすると、子宮筋腫の症状がある方は受診できない。子宮筋腫の人を含めた子宮の病気を患っている人も子宮頸がんにはな

るリスクはあるため、子宮頸がん検診を受診できないのは、納得できない。この対象外要件は見直すべき。

ん検診実施期間の統一

20歳以上の女性の区民の方（令和6年3月31日現在）

ただし、次のいずれかに当てはまる方は、受けられません。

☑令和4年4月以降に区の実施する子宮頸がん検診を受診された

方（2年度に1回のみ受診可）

☑子宮頸がんの治療中・経過観察中の方

20歳以上の女性の区民の方（令和6年3月31日現在）

ただし、次のいずれかに当てはまる方は、受けられません。

☑令和4年4月以降に区の実施する子宮頸がん検診を受診された

方（2年度に1回のみ受診可）

☑子宮の手術歴があり現在も医療機関に入院・通院中の方

☑子宮の病気の治療中又は経過観察中の方

現状 見直し

区民からのご意見

検診の実施期間は、長い方が区民にとって受診機会の確保

につながるため、これまで、医師会の協力の下、実施期間

の拡充に努めてきたところである。しかし、今後の大きな

実施体制の変更を見据えると、以下の点が課題となる。

◆実施体制変更に伴う区民への周知及び準備期間の確保

◆受診票の有効期限

◆年度をこえての支出案件の増加

見直し



墨

事

13

総合がん検診の検討

田区がん対策推進計画

検診実施機関や医療機関と連携し、５がん（胃がん・大腸が

ん・肺がん・子宮頸がん・乳がん）の検診が同日に受診可能

な総合がん検診を導入します。

事業イメージ

区 民意識調査

がん検診のうち、実施医療機関が少ない検診があり、区民に

対し、十分な受診機会を確保できていない。また、今年度実

施のがんに関する区民意識調査においても、区のがん対策の

取組で期待することとして、「1か所で複数種類のがん検診

が受けられる会場を増やしてほしい」を選択した区民が

44.2%と高い割合となっている。

今後、健康診査及び５がん検診を実施可能な区内医療

機関と連携して検討を進める。実施にあたっては、今

後見込んでいる実施方法を前倒しし、試行的に受診券

シールの運用を想定している。

まずは、協力してもらえる医療機関に事業イメージを

伝えたうえで、実施可能性を探っていく。


